
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  年末調整後の変更 

Ｑ：当社は、12月分の給与を12月20日に支

給し、その際年末調整を行いました。その後

12月24日に社員Ａに長男が生まれたため、Ａ

は12月25日に生命保険に加入し、１年分の保

険料を支払いました。 

 この場合、Ａの扶養控除及び生命保険料控

除はどのようにしたらよいのでしょうか？ 

 

Ａ：本年分の扶養控除及び生命保険料控除

として、年末調整の再調整を行うことになり

ます。 

【解説】 

 扶養控除の対象となる扶養親族は、その年

12月31日の現況により判定することとなって

いますので、Ａさんの長男については本年分

の扶養控除を受けることができます。 

 また、生命保険料控除は、その年に実際に

支払った保険料をもとに計算しますので、本

年中に支払い期限が到来したものについて、

本年の年末調整で生命保険料控除を受けるこ

とができます。 

 一方、年末調整は終わっているとのことで

すから、Ａさんから改めて「扶養控除等異動

申告書」及び「保険料控除申告書」の提出を

受け翌年１月の「給与所得の源泉徴収票」を

作成する時までに年末調整の再調整を行って

ください。 

 なお、年末調整後に所得控除の異動があっ

た場合には、年末調整の再調整によらないで

確定申告により精算することもできます。 
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